
 奈良県広域水道企業団一般職の任期付職員の採用等に関する規則をここに公

布する。 

  令和７年３月３１日 

奈良県広域水道企業団企業長 山下 真   

奈良県広域水道企業団規則第１２号 

   奈良県広域水道企業団一般職の任期付職員の採用等に関する規則 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、奈良県広域水道企業団一般職の任期付職員の採用等に関

する条例（令和７年２月条例第１８号。以下「条例」という。）に規定する

職員の採用及び給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （条例第４条第２項第３号の企業長が定める承認） 

第２条 条例第４条第２項第３号に規定する企業長が別に定める承認は、奈良

県広域水道企業団就業規則（令和７年３月企業管理規程第１０号）第１５条

第１項の規定による介護休暇の承認とする。 

 （特定任期付職員の給料表等） 

第３条 特定任期付職員の給料表は、次のとおりとする。 

号給 給料月額 

 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

７ 

円 

３９２，０００ 

４４０，０００ 

４９２，０００ 

５５５，０００ 

６３４，０００ 

７４０，０００ 

８６４，０００ 

２ 企業長は、特定任期付職員の号給を、次の各号に掲げる職務の区分に応じ、

当該各号に定める号給に決定するものとする。 

 (1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用する職務 １

号給 

 (2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用する困難な職

務 ２号給 

 (3) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用する特に困難

な職務 ３号給 

 (4) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用する特に

困難な職務 ４号給 



 (5) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用する特に

困難で重要な職務 ５号給 

 (6) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経

験等を活用する特に困難で重要な職務 ６号給 

 (7) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経

験等を活用する特に困難で特に重要な職務 ７号給 

第４条 特定任期付職員に対する奈良県広域水道企業団職員の給与に関する規

程（令和７年３月企業管理規程第１８号）第２３条第１項及び第２６条第１

項の規定の適用については、同規程第２３条１項中「１００分の１２５」と

あるのは「１００分の９５」と、同規程第２６条第１項中「１００分の１０

５」とあるのは「１００分の８７．５」とする。 

 （第２条第２項任期付職員の給与の特例） 

第５条 条例第２条第２項の規定により任期を定めて採用された職員（以下「

第２条第２項任期付職員」という。）であって、その者が有する専門的な知

識経験、従事する業務等に照らして、奈良県広域水道企業団職員の初任給、

昇格、昇給等の基準に関する規程（令和７年３月企業管理規程第１９号。以

下「初任給規則」という。）第５条第２項第１号又は第２号に掲げる試験の

うちいずれかの試験の結果により採用された者に相当すると認められるもの

については、初任給規則別表第５に定める在級期間表の適用については、採

用試験の結果に基づいて職員となった者として取り扱うことができる。 

２ 第２条第２項任期付職員に対して初任給規則第３条第２項の規定を適用す

る場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、同項

の定める「特別の事情がある場合」に該当するものとして取り扱うことがで

きる。 

第６条 新たに第２条第２項任期付職員となった者の号給は、採用の日の前日

から、初任給規則第８条に規定する当該職員の経験年数に相当する期間をさ

かのぼった日に採用され、引き続き在職したものとみなして、当該さかのぼ

った日において、初任給規則別表第１に定める初任給基準表を適用して得ら

れる初任給（前条第１項の規定の適用を受ける職員にあっては、同項の規定

による初任給基準表の試験欄の区分と同一の初任給基準表の試験欄の区分を

適用して得られる初任給）を基礎とし、かつ、他の職員との均衡を考慮して

昇格、昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる号給

を超えない範囲内で決定することができる。 

第７条 前条の規定の適用を受ける第２条第２項任期付職員についての初任給

規則第１４条第３項の規定の適用については、同項中「第１１条」とあるの



は、「奈良県広域水道企業団一般職の任期付職員の採用等に関する規則（令

和７年３月規則第１２号）第６条」とする。 

 （任期付短時間勤務職員の給与の特例） 

第８条 第４条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員について

の給与規程の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる給与規程の規定

中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

第３条第２項 決定する 決定するものとし、その者の給料月額は、その

者の受ける号給に応じた額に、就業規則第２条

第４項の規定により定められたその者の勤務時

間を同条第１項又は第５項に規定する勤務時間

で除して得た数（以下「算出率」という。）を

乗じて得た額とする 

第３条第３項

及び第５項 

決定する 決定するものとし、その者の給料月額は、その

者の受ける号給に応じた額に、算出率を乗じて

得た額とする 

第１１条第１

項第２号 

定年前再

任用短時

間勤務職

員 

奈良県広域水道企業団一般職の任期付職員の採

用等に関する条例（令和７年２月条例第１８号

）第４条の規定により任期を定めて採用された

職員（以下「任期付短時間勤務職員」という。

） 

第１６条第２

項及び第４項 

定年前再

任用短時

間勤務職

員 

任期付短時間勤務職員 

第１６条第５

項 

前項 奈良県広域水道企業団一般職の任期付職員の採

用等に関する規則（令和７年３月規則第１２号

。以下「任期付職員規則」という。）第８条の

規定により読み替えられた前項 

第１６条第７

項 

第２項 任期付職員規則第８条の規定により読み替えら

れた第２項 

前２項 任期付職員規則第８条の規定により読み替えら

れた第５項及び前項 

前項 同項 

第１６条第８

項 

第４項 任期付職員規則第８条の規定により読み替えら

れた第４項 

第５項 任期付職員規則第８条の規定により読み替えら

れた第５項 

２ 前項の規定により読み替えられた給与規程の規定による給料月額に１円未

満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月

額とする。 



 （その他） 

第９条 この規則に定めるもののほか、任期付職員の採用及び給与の特例に関

し必要な事項は、企業長が別に定める。 

   附 則 

 この規則は、令和７年４月１日から施行する。 


